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新型インフルエンザ等対策特別措置法と要請

小　嶌　典　明

要　旨
　新型コロナウイルス感染症に対する対策は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）
のもとで講じられ、事業者等に対してこの特措法に基づく要請が行われている。しかし、新聞等
で報じられたデパート等への休業要請やプロ野球の無観客開催要請は、特措法に定める緊急事態
措置に関する規定を根拠とするものではなかった。特措法に基づく要請は、これが行政手続法に
いう行政指導の性格を有する場合であっても、要請に応じるかどうかは相手方の意思に委ねられ
る。その意味で、行政処分としての性格を有する命令とは大きな違いがある。そうである以上、
要請に従ったことにより、自ら損失を被ったとしても、行政の責任は問えない。また、要請に従っ
たことによって、他人に損害を与えた場合、行政の要請に従ったというだけでは、免責されない。
特措法に基づく要請に応じるかどうかを判断するに当たっては、こうした点にも留意する必要が
ある。

キーワード：�新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）、新型コロナウイルス感染症、　
要請、行政指導、行政処分

Ⅰ　はじめに

　「百貨店など休業要請」（読売新聞）、「大型店休業要請」（日本経済新聞）。2021年４月24日の

朝刊各紙は、前日午後に発出された３度目の緊急事態宣言について、このような見出しを一様

に付して報道した。緊急事態宣言の発出を読者に印象づける例としては、きわめてわかりやす

いからである。

　事実、緊急事態宣言の発出を決定した第62回新型コロナウイルス感染症対策本部会議では菅

義偉首相も、会議の議論をまとめるなかで、次のように語ったとされている。

　�　「今回の緊急事態宣言は、ゴールデンウィークの短期集中対策として、飲食の対策を強化

するとともに、一旦人の流れを止めるための強力な措置を講じるものであります。飲食店に

おいて、酒類やカラオケの停止を要請します。デパートやテーマパークなどの休業を要請し、

イベントやスポーツは原則無観客を要請します。テレワークや休暇により、出勤者の７割減

を目指します」（以上、引用は首相官邸のＨＰ掲載記事による）。
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　とはいえ、菅首相が例示した措置のすべてがいわゆる緊急事態措置として講じられることに

なった、というわけではない。例えば、「デパートやテーマパークなどの休業」、プロ野球等の

「無観客」開催の要請は、確かに新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」とも

いう）に根拠のある要請ではあったが、同法に定める緊急事態措置に関する規定を根拠とする

ものではなかった。

　感染拡大を防止するという大義の前には、この程度の不正確さ（＝印象操作）は許される。

そのような考え方もあるいはあろうが、法の支配（Rule�of�law）に基礎を置く法治国家として

はどうか、といった疑問はやはり残る。

　感染拡大の防止は、国家が追求すべき目標の一つではあっても、すべてではない。経済活動

の維持はその一つであるが、教育機関においては、感染防止のために講じた措置が学生や生徒

に与える影響＝副作用についても、十分な目配りが必要になる。

　そうした教育機関としての責任は、行政の要請に単に従ったというだけで免責されるような

筋合いのものではない。そのためにも、要請がいかなる性格のものであるか等について、これ

を正確に理解する必要がある。こういって、差支えはあるまい。

Ⅱ　特措法とその全体像

　１　特措法と新型コロナウイルス感染症

　特措法とは何か。同法に定める要請について理解するためには、その全体像をまず知ること

が必要不可欠となる。

　平成24年５月11日法律第31号。この法律番号からもわかるように、特措法は民主党政権＝野

田佳彦内閣のもとで制定をみた。

　特措法のタイトルにもある「新型インフルエンザ等」は、同法２条１号により、当初「感染

症法（注：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を指す）第６条第７項に

規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第９項に規定する新感染症（全国的かつ急速な

まん延のおそれのあるものに限る。）をいう」と定義される。

　そして、2020年３月13日、安倍晋三内閣のもと、特措法の附則（原始附則）に「次の１条を

加える」旨の同法の一部改正法が公布される。

　　（新型コロナウイルス感染症に関する特例）

　第�１条の２　新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有

することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。第３項において同じ。）に
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ついては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（令和２年法律第

４号。同項において「改正法」という。）の施行の日から起算して２年を超えない範囲内

において政令で定める日までの間は、第２条第１号に規定する新型インフルエンザ等とみ

なして、この法律及びこの法律に基づく命令（告示を含む。）の規定を適用する。

　２・３　略

　こうして、特措法附則１条の２第１項によって定義される「新型コロナウイルス感染症」は

同法２条１号に規定する「新型インフルエンザ等」とこれをみなすことにより、特措法および

同法に基づく命令（実際には政令である同法施行令を指す）や大臣告示の規定の適用を受ける

ことになった。

　しかし、特措法附則１条の２は、もはや存在しない。2021年２月の法改正により、感染症法

６条が次のように改められ（７項については、傍線部を追加。傍線は筆者による。以下同じ）、

これに伴って、特措法２条１号にいう「感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ

等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」が含まれることになったからである。

　　（定義等）

　第�６条　この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感

染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

　２～６　略

　７�　この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

　　一�　新型インフルエンザ（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス

を病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得

していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康

に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）

　　二�　再興型インフルエンザ（かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後

流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興し

たものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していな

いことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な

影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）

　　三�　新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコ

ロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を

獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び

健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）
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　　四�　再興型コロナウイルス感染症（かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体

とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労

働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症

に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により

国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。）

　８　以下、略

　特措法の一部改正に伴う経過措置について定めた改正法（令和３年２月３日法律第５号）の

附則（改正附則）２条の規定を除けば、特措法には「新型コロナウイルス感染症」という言葉

自体が登場しない。こうした事実も知っておく必要があろう。

　２　特措法に基づく要請の法的性格――従前の解釈

　「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ

迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る

新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる」。知事の充て

職である都道府県対策本部長１の権限について定めた特措法24条は、９項でこう規定する。

　他方、2021年２月13日に改正法が施行されるまでは、特措法45条が、緊急事態宣言発出後に

とるべき緊急事態措置に含まれる「まん延等の防止に関する措置」の一つとして、「感染を防

止するための協力要請等」について、次のように規定していた。

　　（感染を防止するための協力要請等）

　第�45条　特定都道府県知事（注：緊急事態措置の実施対象とされた都道府県の知事を指�

す２）は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防

止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため

必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜

伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期

間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相

当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力

を要請することができる。

　２�　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等

のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を

回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒まで

の期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通
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所又は短期間の入所により利用されるものに限る。）、興行場（略）その他の政令で定める

多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者（次項に

おいて「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物

の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

　３�　施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都

道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、

並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、

当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

　４�　特定都道府県知事は、第２項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、

遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

　このことに関連して、2020年４月７日に発出された１度目の緊急事態宣言（当初は７都府県

を対象としていたが、同月16日に対象範囲を全都道府県に拡大。期間延長後、５月25日に解除）

では、４月23日付けで、各都道府県知事に宛て、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進

室長名で「第45条の規定に基づく要請、指示及び公表について」と題し、留意すべき事項等が、

以下にみるように３点にわたって事務連絡という形で示されている。

１．特措法第45条第２項及び第３項の規定に基づく要請及び指示の対象

　�　特措法第45条第２項及び第３項の規定に基づく要請及び指示は、施設を管理する者等

に対して行われるものであり、使用制限等の対象も個別の施設となる。また、当該要請

及び指示に伴う特措法第45条第４項の公表も、特定可能な個別の施設名等を広く周知す

ることにより、当該施設に行かないようにするという合理的行動を確保することを考え

方の基本としている。

　�　したがって、第１段階として特措法第24条第９項の規定に基づく協力の要請を業種や

類型毎に行ったのち、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段

階として特措法第45条第２項の規定に基づく要請、次いで同条第３項の規定に基づく指

示を個別の施設の管理者等に対して行い、その対象となった個別の施設名等を公表する

ものとする。なお、正当な理由とは、例えば、新型インフルエンザ等対策に関する重要

な研究会等を実施する場合など、限定的に解釈されるものである。

　�　公表の内容としては、要請（指示）の対象となる施設名及びその所在地、要請（指示）

の内容、要請（指示）を行った理由を含むものとし、幅広く住民に周知するため、各都

道府県のホームページ等での公表を基本とする。また、特措法第45条の規定に基づき個

別の施設の管理者等に対して要請若しくは指示又は施設名等の公表を行う場合には、そ



｜ 344 ｜

小　嶌　典　明

の対象となる予定の施設以外にも特措法第24条第９項の要請に応じていない施設がある

か等をよく調査のうえ、実施するよう留意すること。

２．特措法第45条第２項及び第３項の規定に基づく要請及び指示の手続

　�　特措法第45条第２項の規定に基づく要請は、行政手続法（平成５年法律第88号。以下

「行手法」という。）第２条第６号の行政指導、特措法第45条第３項の規定に基づく指示

は、行手法第２条第４号の不利益処分に該当すると考えられ、それぞれ行手法の規定に

従うものとする（注：原文中の第２条に続く「第１項」は誤記のため削除。以下同じ）。

　�　そのうえで、特措法第45条第２項の規定に基づく要請を行うためには、実地調査によ

り特措法第24条第９項の規定に基づく要請に従っていないことが認められること、また、

その事実等を対象となる施設に通知（以下「事前通知」という。）してから一定期間を

経過した日以降においても、なお同一の結果が認められること、が求められる。ここで、

一定期間を経過した日とは、事前通知した日の翌日を基本とするが、事態の緊急性等に

応じて、各都道府県知事によって判断するものとする（公益上、緊急に特措法第45条第

２項の規定に基づく要請を行う必要がある場合等には、事前通知を必要としない）。ま

た、法第45条第３項の規定に基づく指示に関しては、行手法第13条第１項第２号の規定

により弁明の機会の付与を行わなければならないが、同条第２項の規定により、公益上、

緊急に不利益処分を行う必要がある場合には、弁明の機会の付与を行う必要はない。

　�　なお、事前通知には、予定される要請の内容及びその根拠となる法令の条項、予定さ

れる公表の内容及びその根拠となる法令の条項、公表の方法、公表の予定日、要請及び

公表の原因となる事実、要請及び公表の原因となる事実を是正する場合の問合せ先並び

にその期限等を明示することとする。

３．特措法第45条第２項及び第３項の規定に基づく要請及び指示の要件

　�　特措法第45条２項に基づく要請は、同項で定められた要件である「新型インフルエン

ザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の

混乱を回避するために必要があると認めるとき」に適合する必要がある。

　�　したがって、単に特措法第24条第９項の規定に基づく要請に従わないという理由だけ

で特措法第45条第２項の規定に基づく要請を行うのではなく、対象となる個別の施設が

使用の継続を行う場合に、新型インフルエンザ等のまん延につながるおそれがあると認

められる必要がある。これは、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスター

が発生している必要はないが、例えば、専門家の意見として、対象となる施設やその類

似の環境（業種）が、クラスターが発生するリスクが高いものとして認識されているこ
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と等が求められるものと考えられる。

　�　また、特措法第45条第２項の規定に基づく要請に応じず、同条第３項の規定に基づく

指示を行うときには、「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康

を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するために特に必要があると認め

るとき」となっており、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生

している必要はないが、例えば、専門家の意見として、対象となる施設やその類似の環

境（業種）が、クラスターが発生するリスクが高いものとして認識されている上に、当

該施設において、いわゆる「３つの密」に当たる環境が発生し、クラスターが発生する

リスクが高まっていることが実際に確認できる場合などが考えられる。

　特措法45条３項に基づく指示は、行手法２条４号の不利益処分＝「行政庁が、法令に基づき、

特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」に該

当するが、特措法45条２項に基づく要請は、行手法２条６号の行政指導＝「行政機関がその任

務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不

作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」にとどまる。上

記の事務連絡は、このようにいう。

　したがって、相手方が特定されない特措法24条９項に基づく要請は、行手法２条６号の行政

指導にすら該当しない。

　事務連絡が「第１段階として特措法第24条第９項の規定に基づく協力の要請を業種や類型毎

に行ったのち、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段階として特措

法第45条第２項の規定に基づく要請、次いで同条第３項の規定に基づく指示を個別の施設の管

理者等に対して行い、その対象となった個別の施設名等を公表するものとする」とした（傍線

は筆者による。なお、特措法24条９項に基づく要請を経て、同法45条２項に基づく要請を行う

という考え方（前置主義）は、後述するように、現在では採用されていない）のも、こうした

理解によるものと考えてよい。

　１度目の緊急事態宣言では、実際にもこのような手順が踏まれた（個別の施設名を公表する

場合には、事務連絡にある「公表の内容としては、要請（指示）の対象となる施設名及びその

所在地、要請（指示）の内容、要請（指示）を行った理由を含むものとし、幅広く住民に周知

するため、各都道府県のホームページ等での公表を基本とする」との方針に沿った形で、公表

が行われている）。

　例えば、大阪府の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止（休業）

の要請を行った施設について（公表）」（2020年４月24日）は、次のように述べた上で、６店の

パチンコ店について、施設名のほか、その所在地、要請の内容および理由を公表するものとなっ
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ている。

　大阪府では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、大阪府緊急事態措置により、

令和２年４月14日から感染の拡大につながるおそれのある府内の施設に対し、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法第24条第９項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行って

きました。

　つきましては、令和２年４月24日現在において、営業を継続している以下の施設につい

て、同日付で、同法第45条第２項に基づく施設の使用停止（休業）の要請を行ったので公

表します。

　なお、行手法32条は、行政指導の一般原則について、次のように定めている。特措法45条２

項に基づく要請についても、この原則が当てはまることを銘記する必要があろう。

　　（行政指導の一般原則）

　第�32条　行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又

は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任

意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

　２�　行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利

益な取扱いをしてはならない。

Ⅲ　特措法に定める要請とは何か

　１　事業者等への要請に関する特措法の規定

　政省令のみならず、大臣告示まで読まないと正確な意味がわからない。特措法もそんな法律

であった。特措法の場合、省令（施行規則）こそ存在しなかったものの、その運用実態を知る

ためには、さらに事務連絡という名の「通達」に目を通す必要があった。

　以下、このことを特措法に定める事業者等に対する要請についてみてみよう。

　2021年２月の法改正により新設された特措法「第３章の２　新型インフルエンザ等まん延防

止等重点措置」には、「感染を防止するための協力要請等」について定めた31条の６が置かれる。

以下にみる規定がそれである（大臣告示の引用条文は、同年４月30日までの改正を加味したも

の。以下同じ）が、同条�1�項に規定する要請の場合、要請内容が「営業時間の変更」と「政令

で定める措置」に限られることにまず留意する必要がある（下線部を参照）。
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　　（感染を防止するための協力要請等）

　第�31条の６　都道府県知事は、････［新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施

すべき区域］（以下この条において「重点区域」という。）における新型インフルエンザ等

のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及

び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域に

おいて、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置

を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエ

ンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置（注：下記の新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法施行令５条の５に定める措置を指す）を講ずるよう要請す

ることができる。

　（重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置）

第５条の５　法第31条の６第１項の政令で定める措置は、次のとおりとする。

　一�　従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受

けることの勧奨

　二�　当該者が事業を行う場所への入場（以下この条において単に「入場」という。）を

する者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導

　三�　発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

　四�　手指の消毒設備の設置

　五�　当該者が事業を行う場所の消毒

　六�　入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に

関する措置の周知

　七�　正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止

　八�　前各号に掲げるもののほか、････ 新型インフルエンザ等のまん延の防止のために

必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの（注：大臣告示として定められ

た下記の「新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染

症の感染の防止のために必要な措置」１条に定める措置を指す。2021年３月31日まで

は「施設の換気」に限る。同年４月１日以降、号表記に変わるとともに２号（飛沫の

防止）が加わり、同月23日には３号（カラオケ機器等の使用停止）および４号（酒類

の提供停止）が追加される。なお、原文では飛沫にルビが振られている。後述する２

条に定める措置に同じ。）
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　　（重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置）

　第�１条　新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に

ついて、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成25年政令第122号。以下

「令」という。）第５条の５第８号の規定を適用する場合においては、同号の新型イン

フルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

　　一�　当該者が事業を行う場所の換気

　　二�　入場（令第５条の５第２号に規定する入場をいう。以下この号において同じ。）

をする者等の会話等により飛散する飛沫を遮ることができる板その他これに類する

ものの設置、入場をする者等相互の適切な距離の確保その他の入場をする者等の会

話等により飛散する飛沫による新型コロナウイルス感染症の感染の防止に効果のあ

る措置

　　三�　入場をする者等の歌唱その他の飛沫の飛散を伴う行為の用に供する設備、機器又

は装置の使用の停止

　　四�　入場をする者等に対する酒類の提供の停止（注：令和３年５月７日厚生労働省告

示第188号により、「入場をする者等に対する酒類の提供及び入場をする者等により

持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止」と改正）

　２�　都道府県知事は、［新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必

要のある事態］において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める

期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属す

る事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の

感染の防止に必要な協力を要請することができる。

　３�　第１項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、

都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域に

おける新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、

当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる（注：特措法80

条は、当該命令に違反した場合には、20万円以下の過料に処する旨を規定）。

　４�　都道府県知事は、第１項若しくは第２項の規定による要請又は前項の規定による命令を

行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知

識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

　５�　都道府県知事は、第１項の規定による要請又は第３項の規定による命令をしたときは、
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その旨を公表することができる。

　他方、特措法「第４章　新型インフルエンザ等緊急事態措置」には、「まん延の防止に関す

る措置」（第２節）の一環として、「感染を防止するための協力要請等」について次のように規

定する45条が置かれていた（規定内容は、2021年２月の法改正後のもの）。

　　（感染を防止するための協力要請等）

　第�45条　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエ

ンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の

混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型イ

ンフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道

府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者

の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染

の防止に必要な協力を要請することができる。

　２�　特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等

のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱

を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま

での期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、

社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。）、興行場（興行場法

（略）第１条第１項に規定する興行場をいう。）その他の政令（注：下記の新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法施行令11条を指す）で定める多数の者が利用する施設を管理する者

又は当該施設を使用して催物を開催する者（次項及び第72条第２項（注：立入検査等に関

する規定）において「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは

停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令（注：下記の新型インフルエンザ等対

策特別措置法施行令12条を指す）で定める措置を講ずるよう要請することができる。

　　（使用の制限等の要請の対象となる施設）

　第�11条　法第45条第２項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとす

る。ただし、第３号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の

合計が千平方メートルを超えるものに限る。

　　一�　学校（第３号に掲げるものを除く。）

　　二�　保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利

用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間の入
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所の用に供する部分に限る。）

　　三�　学校教育法（略）第１条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校（略）、

同法第134条第１項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設

　　四�　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

　　五�　集会場又は公会堂

　　六�　展示場

　　七�　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（食品、医薬品、医療機器そ

の他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品とし

て厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）

　　八　ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

　　九　体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

　　十　博物館、美術館又は図書館

　　十�一　キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

　　十�二　理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

　　十�三　自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

　　十�四　飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（第

11号に該当するものを除く。）

　　十�五　第３号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平

方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型

インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型イ

ンフルエンザ等のまん延を防止するため法第45条第２項の規定による要請を行うこ

とが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

　２�　厚生労働大臣は、前項第15号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、

感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければな

らない。

　　（感染の防止のために必要な措置）

　第12条　法第45条第２項の政令で定める措置は、次のとおりとする。

　　一�　従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を

受けることの勧奨

　　二　新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導

　　三　発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

　　四　手指の消毒設備の設置

　　五　施設の消毒
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　　六�　マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者

に対する周知

　　七�　正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止

　　八�　前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型イン

フルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示す

るもの（注：「新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び

同感染症の感染の防止のために必要な措置」第２条に定める措置を指す。各号列挙

の内容は、前掲・第１条と同旨）

　３�　施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定

都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護

し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限

り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる

（注：特措法79条は、当該命令に違反した場合には、30万円以下の過料に処する旨を規定）。

　４�　特定都道府県知事は、第１項若しくは第２項の規定による要請又は前項の規定による命

令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的

な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

　５�　特定都道府県知事は、第２項の規定による要請又は第３項の規定による命令をしたとき

は、その旨を公表することができる。

　「営業時間の変更」から「当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しく

は停止」へ。まん延防止等重点措置（第３章の２）と緊急事態措置（第４章）では、このよう

に特措法本体に定める措置内容（要請内容）に差異がみられる３とはいえ、「政令で定める措置」

（大臣告示によるものを含む）には、実際には違いがない（表現が少し異なる程度）。

　さらに、要請の対象となる者についても、双方の間で運用上違いを設けない。それが政府の

考え方であった。例えば、改正特措法の施行を前にして、内閣官房新型コロナウイルス感染症

対策推進室長が各都道府県知事等に宛て発出した事務連絡（2021年２月12日付け「『新型イン

フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律』及び『新型インフルエンザ等対策特別

措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令』の公布について

（新型インフルエンザ等対策特別措置法関係）」は、このことに関連して次のようにいう。
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第１　改正法及び政令の内容

　６　まん延防止等重点措置に係る感染防止の協力要請等（法第31条の６）

　（１�）まん延防止等重点措置に係る要請の対象となる者（法第31条の６第１項及び施

行令第５条の４）

　　　�　まん延防止等重点措置に係る要請の対象については、法第31条の６第１項におい

て、「新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して

措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者」と規定しており、当

該政令で定める事項については、施行令第５条の４において「業態ごとの感染症患

者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染

症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因」と規

定している。（略）

　　　�　このように、法第31条の６第１項の要請は、上記の事項を勘案して措置を講ずる

必要があると認める「業態」に属する事業者全体に対して行うこと。その上で、要

請に応じない個別の事業者に対して、要請を再度行うことは妨げない。

　　　�　また、ここでの「業態」とは、「営業や企業の状態・形態」を指す言葉であり、

法における「業態」の指定の趣旨は、営業の形態に着目して、その時々の発生の動

向や感染経路の特徴等を踏まえ、要請の対象を適切に限定することである。

　　　�　すなわち、「業態」は、例えば「酒を提供する店」「キャバレー」のように具体的

な営業の形態や産業の分類を指すこともあれば、「飲食サービスの提供」という営

業の形態に着目して広くこれに該当する対象（飲食業）を指すこともある。したがっ

て、感染リスクの高い業態として、例えば「飲食業」を指定することも可能である。

　　　　（中略）

　　　�　なお、法第45条第２項に基づき施行令第11条において定める「多数の者が利用す

る施設」は、感染リスクの高さや人と人との接触をできる限り抑制するという観点

から対象を規定しているものであり、法第31条の６の「業態」は、施行令第11条に

おいて定める「多数の者が利用する施設」の範囲内となることを想定している。

　　　　（以下、略）

　（４）命令の対象（法第31条の６第３項）

　　　�　法第31条の６第３項の命令は、正当な理由がないのに要請に応じない個別の者に

対して行うこと。

　８　緊急事態措置に係る感染防止の協力要請等（法第45条）

　（１）緊急事態措置に係る要請の対象となる者（法第45条第２項）

　　　�　法第45条第２項に基づく要請については、原則として、法第24条第９項に基づく
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要請を前置せず、まず法第45条第２項の規定に基づく要請を施設類型毎に行い、そ

れに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段階として法第45条第

３項の規定に基づく命令を個別の施設管理者等に対して行う。なお、要請に応じな

い個別の施設管理者等に対して、要請を再度行うことは妨げない。

　このように、まん延防止等重点措置に係る感染防止の協力要請にせよ、緊急事態措置に係る

感染防止の協力要請にせよ、要請はまず「業態」に属する事業者全体または施設類型毎に行わ

れる。そして、当該要請に正当な理由がないにもかかわらず応じない事業者や施設管理者等に

ついては、個別に命令が発出される。

　要請に応じない個別の事業者や施設管理者等に対して、再度の要請を行うことは妨げない

とはいうものの、こうした場合を除き、要請の対象が特定されることはない。つまり、「業態」

に属する事業者全体または施設類型毎に行われる要請については、これを「行政機関がその任

務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不

作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」、すなわち行手

法２条６号の行政指導に該当すると考えることができるのか、という疑問が生じる。

　Ⅱの２で引用した2020年４月23日付け事務連絡「第45条の規定に基づく要請、指示及び公表

について」は、特措法45条２項に基づく要請も、あくまで対象を特定して、つまり個別の施設

管理者等を対象に行われることを前提としていた。そうした前提が崩れた以上、当然その解釈

も変わる。特措法45条２項に基づく要請に先行する形で、同法24条９項に基づく要請をまず行

う。このような前置主義はもはやとらないことも、先にみたように、2021年２月12日付け事務

連絡では明確にされている４。

　したがって、特措法31条の６第１項に基づく要請も、同法45条２項に基づく要請も、個別の

事業者や施設管理者等を対象として行われる例外的な場合を除いて、24条９項に基づく要請と

同様、そのすべてが行手法２条６号の行政指導には該当しない。こう解釈することも、十分に

可能であろう。

　２　行政処分とは異なる要請

　「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事

務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力に

よってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」。繰返しの煩を厭わずにい

えば、行手法32条１項はこのように規定する。

　特措法に定める要請は、これが行手法２条６号の行政指導に該当する場合においても、「相

手方の任意の協力」以外に、要請内容を実現する手段を持たない。その行政指導にも該当しな
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い要請がまったく強制力に欠けることはいうまでもない（ただし、「相手方の任意の協力」以

外に、要請内容を実現する手段を持たないという点では、双方の間に違いはなく、行政指導に

該当するか否かで区別する実益はないともいえる）。

　要請に応じるか否かは、相手方の自由意思に委ねる。2021年２月12日付けの「事務連絡」が

「法第31条の６、第45条　手続きフロー」を示した「別紙�1�」の冒頭部分で「法第24条第９項

による要請（注意のため）」と記しているのも、こうした考え方をその背景としているといっ

てよい５。

　特措法31条の６第３項または45条３項に定める命令であれば、行政不服審査法１条２項の

「処分」として、同法２条により審査請求の対象となり、行政事件訴訟法３条２項の「処分」

として、同法８条により取消訴訟の対象となる（いずれの場合も、「処分」とは「行政庁の処

分その他公権力の行使に当たる行為」を意味する。行手法２条２号に同じ）６。

　しかし、行政処分とは異なる要請は、そのいずれの対象にもならない。ここに要請と命令の

大きな違いがある７。

　だとすれば、要請に応じた結果、莫大な経済的損失を被ったとしても、損失の補償を求める

ことは難しい。都道府県知事の要請についても、あくまで事業者や施設管理者等として任意に

協力したにすぎない（要請に応じ、一定の措置をとることを強制されたわけではない）。特措

法を素直に読めば、そのような解釈になろう８。

Ⅳ　まとめにかえて

　要請があれば、黙って従う。緊急事態宣言下の要請については、それが今や常識となりつつ

ある。

　レピュテーション・リスクを口にする者もいる。要請に従わないことによって、会社や法人

の評価が落ちるようなことがあっては困る。そんな心配も、わからないではない。

　しかし、行政もときにはミスをする９。行き過ぎがあった場合には、誰かがそれを正さなけ

ればならない。

　特措法に定める要請には、これに従う法的義務がない。本稿がそうしたように、同法を虚心

坦懐に読めば、そのような解釈に落ち着く。

　このように法的には要請に従う義務がない以上、要請に従ったことにより自ら損失を被った

としても、行政の責任は問えない。

　他方、要請に従ったことによって問題が生じた場合、行政の要請に従ったというだけでは、

その責任を免れない。例えば、学生等から対面授業が実施されなかったことにより損害を被っ

たとして、その賠償を求める訴訟が提起された場合、授業の全面オンライン化は、それが行政
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の要請に従ったものであっても、それだけでは免責事由とはならない。

　そうした自覚と覚悟を持って、行政と向き合うことができるかどうか。それが今、問われて

いるのである。

　なお、別表にみるように、新型コロナウイルス感染症による致死率（感染者に占める死亡者

の割合）は、わが国だけでなく、世界全体でみても、ほぼ一貫して低下傾向をたどっている。

その意味でも、要請があれば無条件に従うというような過剰反応は厳に慎むべきであろう。

注

１� 特措法23条１項を参照。

２� 正確には、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域内にある市町村（特定市町村）の属

する都道府県（特定都道府県）の知事のことをいう。特措法38条１項を参照。ただし、緊急事態措置

を実施すべき区域は、実際には都道府県を単位に指定されてきたという経緯がある。

３� なお、後述する2021年２月12日付け事務連絡・第１の６の（２）では、「法第45条第２項に基づき要

請することができる『施設の使用の制限』には、『営業時間の変更』のほか、『施設の一部分を休業す

ること』（例えば、複合施設内の食料品店以外の店舗の休業）が含まれる。これに対し、法第31条の

６第１項に基づき要請することができる『営業時間の変更』は、休業まで至らない営業時間の制約を

想定している」ともされている。

４� このことに関連して、事務連絡・第１の３では、「法第24条第９項に基づいて、営業時間の変更を含

む施設の使用制限等の要請を行うことは可能である」としつつ、「まん延防止等重点措置又は緊急事

態宣言の公示に係る期間・区域において営業時間の変更等又は施設の使用の制限・停止等の要請を行

う場合には、原則として法第31条の６第１項又は第45条第２項の要請によること」ともされている。

５� なお、要請の大半は、この特措法24条９項に基づく要請によって占められている。

６� 2021年２月12日付け事務連絡・第１の14を参照。

７� 罰則（行政罰）の適用という点でも違いがある。つまり、命令に違反した場合に初めて、過料制裁の

対象となる。なお、公表は、要請と命令の双方について可能とされているが、その目的は「制裁では

なく、利用者の合理的な行動を確保すること」にある。ちなみに、「公表によりかえって多くの利用

者が集まるなど、公表が利用者の合理的な行動を確保することにつながらないことが想定されること

から」、「法第45条第５項について、『公表しなければならない』ものから『公表することができる』も

のに改正」されたことに注意（以上につき、2021年２月12日付け事務連絡・第１の６（８）および８

（５）を参照）。

８� 損失補償等について規定した特措法62条も、このようなケースを対象とはしていない。

９　テーマパークや遊園地に対して無観客開催を要請したのは、その典型といえる。各都道府県知事等に

宛てた内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の2021年４月23日付け事務連絡「基本的対
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処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」を参照（東京都も大阪

府も、これを無修正でそのまま要請内容としたのは、滑稽ですらあった）。
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国 年 　月　日 感染者 感染者増加数（前月比） 感染者増加率（４月比） 死亡者 死亡者増加数（前月比） 死亡者増加率（４月比） 致死率［％］
4月30日
5月30日
6月30日
7月30日
8月30日
9月30日
10月30日
11月30日
12月30日
1月30日
2月28日
3月30日
4月30日
4月30日
5月30日
6月30日
7月30日
8月30日
9月30日
10月30日
11月30日
12月30日
1月30日
2月28日
3月30日
4月30日
4月30日
5月30日
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7月30日
8月30日
9月30日
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12月30日
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7月30日
8月30日
9月30日
10月30日
11月30日
12月30日
1月30日
2月28日
3月30日
4月30日
4月30日
5月30日
6月30日
7月30日
8月30日
9月30日
10月30日
11月30日
12月30日
1月30日
2月28日
3月30日
4月30日

注）英国については、感染者数や死亡者数が前月比でマイナスとなった月があるが、集計方法の変更によるものと思われる。

資料出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料」（海外の状況）による。

国 年 　月　日 感染者 感染者増加数（前月比） 感染者増加率（４月比） 死亡者 死亡者増加数（前月比） 死亡者増加率（４月比） 致死率［％］
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資料出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料」（海外の状況）による。
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別表　新型コロナウイルス感染症　2020年４月以降の推移（１）
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別表　新型コロナウイルス感染症　2020年４月以降の推移（２）
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� （こじま・のりあき　外国語学部教授）

国 年 　月　日 感染者 感染者増加数（前月比） 感染者増加率（４月比） 死亡者 死亡者増加数（前月比） 死亡者増加率（４月比） 致死率［％］
4月30日
5月30日
6月30日
7月30日
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注）英国については、感染者数や死亡者数が前月比でマイナスとなった月があるが、集計方法の変更によるものと思われる。

資料出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料」（海外の状況）による。

国 年 　月　日 感染者 感染者増加数（前月比） 感染者増加率（４月比） 死亡者 死亡者増加数（前月比） 死亡者増加率（４月比） 致死率［％］
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資料出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料」（海外の状況）による。
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別表　新型コロナウイルス感染症　2020年４月以降の推移（１）
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別表　新型コロナウイルス感染症　2020年４月以降の推移（２）
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